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第４０回（令和４年度 第２回）

令和５年１月23日（月）

佐賀県市町会館 3階 大会議室C



第１号議案 温泉掘削許可申請について

申 請 日：令和４年１１月１６日

申請者住所：佐賀県武雄市東川登町大字永野４０５８番地の５

申請者氏名：社会福祉法人誠和福祉会 理事長 岩永 浩美

申 請 地：佐賀県武雄市東川登町大字永野３６５９番１
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第１号議案 温泉掘削許可申請について
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住所

氏名

地番

地目

利用目的

工事の施工方法

口径（ｍｍ）

199.9

151.0

102.3

工事期間

佐賀県武雄市東川登町大字永野４０５８番地の５

社会福祉法人誠和福祉会　理事長　岩永 浩美

佐賀県武雄市東川登町大字永野３６５９番１

田

老人介護施設　浴用

0～400

令和５年４月１日～令和５年１２月３１日

掘削しようと
する土地

ロータリー式

深さ（ｍ）

400～700
ゆう出路

700～1200



土地掘削の権利
（温泉法第3条第2項関係）

土地の使用権利は申請者が有する
（申請者所有の土地である）

付
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径
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km
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※付近の源泉は別スライド参照

第１号議案 温泉掘削許可申請について
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・掘削地点及び周辺の状況
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掘削予定地

周辺の状況① 周辺の状況②

Googlemapを使用地理院地図を使用



・事前地質調査等（文献調査）
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事前地質調査等①
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【地形】

掘削予定地周辺の地形を下図に示す。

掘削予定地周辺は、起伏量200ｍ～400ｍの中起伏山地の山裾部に位置する。

掘削予定地周辺の山地の傾斜は概ね15°程度である。

掘削予定地の北側は谷底平野となり、一級河川六角川が概ね東流する。
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事前地質調査等②
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産業技術総合研究所 地質調査総合センター

20万分の1地質図幅「熊本」から抜粋

事前地質調査等③



事前地質調査等④
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【地質】
掘削予定地周辺の地質を前の図に示している。地質図によれば、掘削予定地
は古第三紀杵島層群杵島層にあたる。「地質調査報告書第245号北西九州、唐
津炭田の古第三系杵島層の岩相変化と化石群集からみた堆積環境（地質調査
所、昭和47年12月）」によれば、杵島層は杵島層群の基底部を占め、暗灰色砂
質泥岩・泥岩・砂岩の互層で、下限には基底礫岩が存在して、下位の芳ノ谷層
から境され、上限は佐里砂岩層の基底基岩で覆われている。層厚は60～280m
であり、全層にわたって、海棲動物化石を多産する。

杵島層の露出地域は徳須恵・大川野両地区（北部地域）、川古・杵島・多久
一古賀山の3地区（東部地域）、武雄・嬉野両地区（南部地域）、有田地区
（西部地域）の4地域に大別される。

掘削予定地の武雄・嬉野両地区（南部地域）は、堆積盆地の中心部に近い位
置を占め、地層が厚層化する地域である。武雄地区は、千尺断層とよばれる東
西性大断層によって、杵島地区からへだてられている。武雄地区を構成する地
質構造は、南北方向の長軸を有するドーム構造であり、その翼部における地質
の傾斜は40°以上である。嬉野地区もまた、南北方向の長軸を有するドーム構
造によって支配され、同構造の翼部の傾斜は一般に20～ 40 °である。武雄・
嬉野両地区は，安山岩の貫入体によってたがいにへだてられている。



事前地質調査等⑤
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◇温泉の存在する推定根拠

当該施工地である武雄市は温泉の町であり、掘削予定地より4Km圏内の北部
には武雄温泉楼門の温泉街と北東部には武雄温泉ハイツ付近に数ヶ所の温泉施
設があり弱アルカリ単純泉が多く湧出している地区である。

予定地周辺の地質は古第三紀の杵島層群杵島層であり、掘削地付近に発達す
る南北～北北西ー南南東方向の断層は、掘削予定地点北部域ではこれらの断層
に沿って流紋岩の貫入岩体が存在する。武雄市御船山のFT年代が1.51±0.19Ma
（宮地， 1996）であることから、掘削地点付近のこれらの流紋岩体も同年代と
推定される。この第四紀の火山活動のマグマの熱により裂罅水の温度も高いと
推定され、高温の温泉湧出が考えられる。

今回の掘削予定地周辺には温泉は見受けられないものの掘削深度1200mを予
定しており、武雄温泉楼門の温泉街と同様の温泉の湧出が期待できると考えら
れる。



・掘削予定地の確認
（R4.12.6現地確認）
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掘削予定地の現地確認

1

2
Ｂ

Ｂ方向の撮影

20.0ｍ

42.28ｍ
1

掘削予定地

2
Ａ方向の撮影

Ａ

掘削予定地



・掘削に使用する主要な設備
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巻上機（ドローワークス）
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泥水ポンプ（マッドポンプ）
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全高 25.4m

全幅 6.1m

鉄骨やぐら
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噴出防止装置
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掘削予定地

立入防止柵
（関係者以外立入禁止）

敷地配置図
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敷地配置図（拡大）
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設備配置図②



・掘削井断面図／平面図
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掘削井断面図
／平面図

内径：199.9mm

内径：151.0mm

内径：102.3mm



・技術基準に適合することを
証する書類
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掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準（1/2）

可燃性天然ガスの噴出の恐れのある場合の掘削 対応内容 適否

(1)離隔距離の確保
• 掘削口から敷地境界線までの水平距離が8メートル以上であること。

• 水平距離8m以上確保
している。(20.0m) 適合

(2)火気使用制限等（掘削口から水平距離8メートルの範囲内）
• 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。

• 火気を使用する作業（ただし、当該範囲内において行うことがやむを得ない

と認められる溶接又は溶断の作業を除く。）を実施しないこと。

• 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示する

こと。

• 火気使用設備等は設置しない。
• ケーシング溶接、切断作業の
み実施する。（ただし書き適
用）

• 掘削機周辺に火気使用禁止の
掲示をする。

• 掲示場所：現場入口、ボーリ
ングやぐら、現場事務所

適合

(3)関係者以外の立入制限措置（掘削口から水平距離8メートル
の範囲内）
• さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制
限すること。

• 仮設フェンスを設置し、関係
者以外の立入り制限を行う。

適合

(4)携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器の設置
• 携帯型の可燃性ガス測定器を備えていること。

• 消火器を備えていること。

• 現場事務所内に可燃性ガス測
定器を備え付ける。

• やぐら付近・事務所に消火器
を備え付ける。数量：２本

適合

(5)噴出防止装置の設置
• 噴出防止装置が設置されていること。

• 噴出防止装置を設置する。
（BP-8N2） 適合

(6)警報設備の設置
• 検知器は掘削口（泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場

所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。）の直

上に設置されていること。

• 空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の25パーセント以上となつた場合

に警報を発すること。

• 井戸孔口に検知器を設置し、
25%LEL以上で警報を作動させ
る。

適合
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掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準（2/2）

可燃性天然ガスの噴出の恐れのある場合の掘削 対応内容 適否

(7)毎作業日の点検
• 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測
定すること。

• 可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視で点検すること。

• 毎作業日、メタン濃度測
定及び目視点検を実施す
る。

適合

(8)ゆう出路の洗浄作業時の点検
• ゆう出路の洗浄を行うに当たっては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無
を目視で点検すること。

• 目視点検を実施する。

適合

(9)点検記録及び記録の保存
• 警報を発した記録、測定結果の記録を掘削工事の完了又は廃止まで保存すること。

• 掘削口等に設置した警報設備による警報の作動の状況を記録すること。

• 毎作業日の点検、ゆう出路洗浄時の点検の結果を記録すること。

• 記録し、現場事務所に保
存する。

適合

(10)災害防止規程の作成
• 災害防止規程は、工事現場に備えておくこと。

• 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の

災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項を定めている

こと。

• 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項を定めていること。

• 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関する事項を定めていること。

• その他災害の防止に関し必要な事項を定めていること。

• 災害防止規程は、現場事
務所に備え付ける。

適合

(11)非常時の措置
• 災害その他の非常の場合には、災害防止規程に従って必要な措置を行うこと。

• 災害防止規程に沿って、
措置可能である。

適合
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